
 
 

 

 

 

 

委員提案による地域課題検討について 
 

表記の件については「鳥取市地域振興未来会議設置要綱」第３条（所掌事務）にお

いて、「（２）市に対して必要に応じ地域振興に関する提案を行うこと。」となってお

ります。 

青谷地域振興未来会議においては、委員から提起された課題等について、以下のと

おり取り扱い、適切に提案等の手続きを行うものといたします。 

 

１．委員からの提起時期 

５月～７月ごろ。事前に事務局から照会を行い、提起したい課題がある委員は回答

する（必須ではない）。９月以降も随時未来会議の場で提起して良いが、検討は翌年

度に行う。 

※ただし、緊急で検討すべき案件の場合は、優先して検討することとする。 

 

２．提起された課題の対応 

９～１１月ごろ。提出された課題について、事務局が調査を行い、回答する。調査

結果を元に、未来会議において対応案・解決策を検討する。案について予算が必要

な内容の場合、事務局で精査する。 
 
３．提案まとめ、予算要求 

２月ごろ。未来会議での検討結果、予算内容をまとめて事務局へ報告。 
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≪取組事項≫ 

・これまでの取組内容についての評価検証 

・未来プランの精査（優先すべき事項の整理） 

・地域課題の提案（委員提案） 

≪取組事項≫ 

・課題解決に必要な施策の検討（予算要求） 

・未来プランの修正に係る審議 

・地域課題の精査（調査および検討） 

≪取組事項≫ 

・新たな地域課題の提言 

・プランの見直し改訂 
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≪今回≫ 

・委員委嘱 

・未来会議

の役割説明 
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